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研 究 会 備 忘 録 № ３４ 

研究グループ □ 効率性研究グループ       ■ しくみ研究グループ 

日    時 平成２０年２月１３日（水）１６：００～１８：００ 

会    場 新館４階 ４２５会議室 

出  席  者 岩下、小河、團野、前田、山下、大道、佐藤 

内                 容 

テ ー マ コ メ ン ト 

○各課へのアンケート

について 

 

●各課へ依頼する「2016 年まちのかたちを考える」アンケート 

・ フルコスト診断から地域との協働が考えられる事業について 

・ 各自作成した対象事業の考察結果・移譲形態について全員で再確認 

・ 前回までの話し合いで全項目の再確認が終了し、質問事項等を追加した

アンケート最終版が完成した。 

・ この最終版を 2/18 の経営会議に提出し、承認されればアンケートを

実施する。 

・ 回答は担当係長にしてもらうよう依頼し、３月上旬に回答提出締め切り

を設定。内容の分析を行い、３月の中間報告の際に盛り込む。（予定） 

○今後の研究について （團野）８月の最終報告に向けて、骨格を作りその後肉付けを行っていく

必要がある。 

●地方分権が進んでいく中で改善していくべき点として、下記５項目を考

えた。（資料に基づき説明） 

・教員人事権取得による教育分野の自立化及び特色化 

・自治組織の再編 

・基礎自治体の立法権確立 

・地域に順応する補助金制度の実施 

・住民自治のための体制強化     など 

 

●今後の研究方針としては、以下２項目を中心に行ってはどうか？ 

① 道州制導入の住民に対するメリット 

② 住民との協働、コミュニティのしくみ 

③ 基礎自治体の権限等 

 

●例えば、福祉分野の生活保護事業について、現在は国の事業であるが、

実務は市が行い、財源は国の補助金（３／４）、市（１／４）の事業費負

担となっている。この事業を基礎自治体へ移譲した場合、どのようなこ

とが考えられるか？ 

・ 現在は、権限も財源も中途半端に自治体に下りてきている状況であり、

責任の所在が不明確である。 

・ 生活保護受給の判断は、各基礎自治体で国の定めた地域の生活水準をも
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とに決定している。基礎自治体へ事業が移譲された場合、全国一律の基

準ではなくその地域のあった基準を定めることができ、よりきめ細かな

サービスができる可能性がある。 

・ 生活保護受給者が増加している状況の中で、重要なのは権限移譲の他に

財源移譲が確実に行われるかである。 

・ 財源の問題を考えれば、単独の基礎自治体では対応できない状況になる

可能性も有り、生活水準が同じ範囲の自治体での取組が必要となるので

はないか？ 

 

●地域における高齢者の活用について 

・ 高齢化が進んでいく状況において、労働力の確保も必要となる。 

・ 働く意欲のある元気な高齢者は、働く場所や仕事を作り出すことによっ

て、生きがいややりがいを見出し、地域の中での交流もできるようにな

り、充実した生活か過ごせるようになるのではないか。 

・ 新たなコミュニティビジネスの可能性が広がる。（地域内の見守り、子

育て事業など） 

 

●道州制が導入された場合、住民がメリットと感じることは？ 

・ 公務員や議員の人件費削減 

・ 地域に身近な所で、地域に必要な事柄が決定でき、より自分（市民）の

意見が反映されやすくなる。 

・ 権限、財源、立法権が移譲されれば、国の制度でできないことが、地域

の実情に合わせて実施可能となる。 

・ 行政界（自治体）を超えた取組が可能となり、より生活しやすい街づく

りが可能となる。（コミバス、学校区、商店街など生活圏域に合った取

組実施） 

 

●今後の研究について 

・ インパクトがあり、夢や希望が見出せるような提案が必要 

・ １０年、２０年、３０年・・・といった長期の視点も必要 

・ 限界集落から見る区の適正規模について 

（現在の２６区、４コミが望ましい規模かどうか） 

・ 筑紫地区で広域連携が実施可能な事業 

・ 教育分野の権限移譲が行われた場合、筑紫地区で教職員の人事交流実施 

 

●今日話し合った事柄について、各自考えてくること。 

 



3/3 

○次回会議の日程につ

いて 

●１月２０日（水）開催予定 

  


